
こ
ど
も
家
庭
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
五
十
八
号

こ
ど
も
家
庭
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

こ
ど
も
家
庭
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
（
平
成
十
八
年
九
月
奈
良
県
規
則
第
二

十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
ア
中
「
障
害
児
施
設
給
付
費
」
を
「
障
害
児
入
所
給
付
費
」
に
改
め
、
同
号
ウ
中
「
施
設
受

給
者
証
」
を
「
入
所
受
給
者
証
」
に
改
め
、
同
号
エ
中
「
施
設
給
付
決
定
」
を
「
入
所
給
付
決
定
」
に

改
め
、
同
号
オ
中
「
施
設
受
給
者
証
」
を
「
入
所
受
給
者
証
」
に
改
め
、
同
号
カ
中
「
割
合
」
を
「
額

」
に
改
め
、
同
号
コ
中
「
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
、
同

号
サ
中
「
第
五
十
七
条
の
四
」
を
「
第
五
十
七
条
の
四
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


		2012-03-30T22:33:25+0900
	naraken.




